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村上市地域公共交通総合連携計画（連携計画）の策定について（案） 

 

《村上市の公共交通の課題》 

１．公共交通利用者の減少と利便低下の悪循環 

・市の総人口の減少や少子化による通勤・通学需要の減少 

・マイカーの普及により公共交通利用は総じて減少、弱体化が進行 

２．公共交通改善へのニーズの拡大 

・高齢化により、車を運転しない高齢者はさらに増加が予想 

 

《地域公共交通の必要性》 

マイカーの普及や少子化により、鉄道やバスをはじめとする地域公共交通の利用者

は全国的に減少しています。特にバスについては、運行区域の縮小、減便や路線の廃

止が進んでおり、住民の生活に支障が出ている地域もあります。 

村上市では、過疎化・高齢化に対応した公共交通体系の構築が喫緊の課題であり、

特にクルマを運転しない高齢者・高校生などの交通弱者の立場に立ち、以下の３つの

視点から、地域公共交通の必要性を重視し、利用者にとって利便性の高い生活交通手

段を確保していかなければならないと考えています。 

 

 

 

 

 

 

《地域公共交通の連携の必要性》 

現在、村上市内には、広域交通としての鉄道や高速バス、地域間交通としての路線

バス、地域内交通としてのタクシー、特定の目的で運行している NPO 法人が運営する

循環バスの４つの公共交通機関が存在しますが、今後は相互に連携を取り合って、公

共交通ネットワークを形成するために、様々な計画的事業を実施していかなければな

らないと考えています。 

 

《村上市の平成 21 年度の取り組み》 

村上市公共交通活性化検討委員会（以下「委員会」という。）を設置、国土交通省

「地域公共交通活性化総合プログラム」事業を活用し、高校生及び高齢者を対象とし

たアンケート調査、モデル地区（山北地区）における住民懇談会を開催し、公共交通

再編案の検討を行いました。 

 

資料２ 

①利用者の視点：生活の足の確保、利便性向上、安心できる生活環境 

②交通事業者の視点：収支改善、経営改善 

③行政の視点：公共サービスの向上、地域の活性化、財政負担軽減 
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《村上市地域公共交通活性化協議会》 

村上市では、平成１９年１０月１日に施行された「地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律」（以下「法」という。）に基づき、村上市内の公共交通を今後どのよう

に連携させ、利用者にとって分かりやすく使いやすいものにしていくかを協議するた

めに、地域の関係者で組織する「村上市地域公共交通活性化協議会」を設置しました。 

協議会は、各関係機関が参加するため、個々の協議時間の短縮化と、多くの方の意

見を議論できる会議となります。 

なお、協議会の構成員については、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」

の第６条に規定されています。 

 

（参考） 法定協議会の構成員（法第６条） 

区分 構成員 参考 

第６条第２項第１号 地域公共交通総合連携計画

を作成しようとする市町村

村上市 

関係する公共交通事業者等 鉄道、バス、タクシー 

関係する道路管理者 国道、県道、市道の管理者

第６条第２項第２号 

その他地域公共交通総合連

携計画に定めようとする事

業を実施すると見込まれる

者 

 

関係する公安委員会 村上警察署 

地域公共交通の利用者 区長・総代等、高校生の保

護者（PTA 代表）、老人クラ

ブ代表 

学識経験者 長岡技術科学大学准教授 

第６条第２項第３号 

その他当該市町村が必要と

認める者 

商工会議所、商工会、観光

協会等の代表者、運転者団

体 

 

《村上市地域公共交通総合連携計画》 

協議会では、村上市内の公共交通を今後どのように連携させ、利用者にとって分か

りやすく使いやすいものにしていくかを協議するために、市内の公共交通機関の利用

状況調査や住民アンケート調査を行うことで、現状を把握します。また、それらの調

査結果に基づいて、次年度以降に推進する事業を計画します。「村上市地域公共交通

総合連携計画」には、それら各種調査結果や協議内容、次年度以降に推進する事業の

計画等が登載されることになります。 
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なお、この「村上市地域公共交通総合連携計画」の策定に関する調査等の業務は、

コンサルタント事業者に委託することができ、それらに要する経費については、国の

補助（定額）が受けられることになっています。 

 

《村上市地域公共交通総合連携計画に基づく事業》 

平成２２年度に１年間かけて策定する「村上市地域公共交通総合連携計画」に基づ

き、平成２３年度以降の３年間で、公共交通における利用者の利便性向上を図ること

を目的として計画された、実証運行等の様々な事業を推進することになります。 

なお、「村上市地域公共交通総合連携計画」に基づいて推進される事業等に要する

経費については、国の補助（１／２）が受けられることになっています。 

 

《村上市地域公共交通総合連携計画の策定の必要性と具体的な進め方》 

昨年度の委員会では、村上市における公共交通の課題解決するために、次の目標、

施策体系、推進手法がまとめられました。 

これらを「地域公共交通活性化・再生総合事業」により、実現していくためにも、

「村上市地域公共交通総合連携計画」の策定が必要です。 

 

【基本目標】市民、交通事業者、行政が 協働でつくり育てる公共交通 

６つの具体目標 

① 地域に密着した交通（生活者・利用者が愛着が持てる） 

② 持続可能な交通（納得できる負担） 

③ 今よりも便利で、使いやすい環境の整備 

④ 安全で安心できる交通 

⑤ 地区・集落の元気再生 

⑥ 効率化によるコスト縮減 

目標達成のための５つの施策の柱 

① 運行の改善 

既存路線の見直し、目的バスの活用、新たな公共交通システムの導入 

② 利便性の向上 

  乗り換え利便性の向上、運賃制度の見直し 

③ 利用環境の改善 

  情報提供の充実、バス待ち環境の改善、交通結節点の利用環境の改善 

④ まちづくりとの連携 

  公共交通の分かりやすい情報提供、市街地商店街活性化・観光活性化との連携 

⑤ 市民意識の転換 

  地域住民による検討体制の構築、公共交通利用を自発的に転換していく取組 
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本市は広大な市域のなかで大きく５つの地区で構成されていますが、各地域はもと

より、地域の中にあっても地形条件や立地条件が様々です。 

これにより各地域や地区内での過疎化や高齢化の状況や通学・買い物・通院など市

民の日常生活行動に特性があり、市民意識や地域コミュニティも異なる性格を持って

います。 

本市においては、こうした特性に応じて地域公共交通を再編するため、市域を１５

エリアに区分し、エリア単位で運行再編を検討していきたいと考えます。 

 

１５エリア区分 

旧市町村 エリア設定 

① 村上市街地・岩船市街地 

② 海府地区（国道 345 号）エリア １ 村上地区 

③ 門前川エリア 

④ 荒川地区全域 

⑤ 中心部連絡（国道 7号：村上～荒川間） ２ 荒川地区 

⑥ 国道 113 号沿線エリア 

⑦ 神林地区全域 
３ 神林地区 

⑧ 国道 290 号沿線エリア 

⑨ 三面川エリア 
４ 朝日地区 

⑩ 高根・大須戸川エリア 

⑪ 小俣川エリア 

⑫ 中継川エリア 

⑬ 勝木川エリア 

② 海府地区（国道 345 号）エリア 

⑭ 中心部連絡（国道 7号：村上～山北間） 

５ 山北地区 

⑮ 府屋～県境（国道 7号） 

 

以上が、昨年度の委員会で協議、検討され、計画策定に向けて提案された事項です。 

これらを具体化し計画に反映するには、詳細な調査が必要です。村上市地域公共交

通活性化協議会では、他市町村で設置されている協議会同様、計画の策定に係る調査

業務等をコンサルタント事業者に委託し、協議会と連携しながら、効率的に計画策定

を行うことを考えています。この委託料については、国の補助が受けられます。 
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《連携計画の作成》 

連携計画は、関係機関との調整を図りながら、法第５条第２項各号に基づき、次の

内容を作成します。 

 

連携計画内容 素案 

①連携計画の基本的な方針 

②連携計画区域 

③連携計画の目標 

④目標達成のための事業及び 

その実施主体に関する事項 

「村上市におけるエリアマネジメントに

配慮した地域公共交通体系構築プロジェ

クト」に関する調査報告書を基に作成 

⑤連携計画の計画期間 

平成 23 年度～平成 32 年度までの 10 年間

（※社会実験実施期間：平成 23 年度～平

成 25 年度までの３年間） 

⑥その他連携計画の実施に関し 

村上市が必要と認める事項 
 

 

 

 

 


